
一
頁

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一

交
付
を

国
債
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
支
払
期
日
の
到
来
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の

者
（
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）

受
け
た

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改



二
頁

め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
二
条

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷
病
者
等
」
を
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
戦
傷

病
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二

執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
同
日
に

号
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
」
に
、
「

お
い
て
そ
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
」
を
「
執
行
猶
予
中
の
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



三
頁

附
則
第
六
十
七
項
を
附
則
第
七
十
六
項
と
し
、
附
則
第
六
十
六
項
の
次
に
次
の
九
項
を
加
え
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

67
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（

同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る

も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を

取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

68
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

号
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等

（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す



四
頁

る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利

を
取
得
し
た
者
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
つ

た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
に

69
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十

二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら

ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別

給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。



五
頁

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に
よ

70
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二

年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば

同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給

付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号
に
よ
る

71
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年

七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同

条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十



六
頁

三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
平
成
三
年
法
律
第
五
十
五
号
に
よ

72
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二

年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば

同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給

付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
三
号

73
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届



七
頁

出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五

号
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り

、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号

74
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届

出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五

号
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り

、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
二
十
二
号

75



八
頁

に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
又
は
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
中
「
昭
和
十
二

年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば

同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
法
律

第
二
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け

る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日



九
頁

二

第
二
条
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日

三

附
則
第
七
条
の
規
定

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日

（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
附
則
第

四
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
し
、
又
は
支
給
す
べ
き
で
あ
っ
た

特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま

で
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
戦

傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
平

成
二
十
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
及
び
平
成
二
十
八
年
旧
法
に
よ
る
特
別
給
付
金
を

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

３

平
成
二
十
八
年
旧
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年

九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を



一
〇
頁

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
二
条
各
号
に

掲
げ
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て

い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た

日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利

を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
み
、
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い

る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
旧
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
特
別
給
付
金
」
と
い
う

。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

４

平
成
二
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病



一
一
頁

者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成

二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一

時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ

く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く

。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日

本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
（
以
下
「
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
者
（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。



一
二
頁

５

平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時

金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く

年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。

）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本

の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦

傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付

金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

６

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等



一
三
頁

（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る

も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金

た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年

金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）

の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の

国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷

病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金

を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

７

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
「
平
成
八
年
改
正
法

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同

条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の



一
四
頁

と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る

給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た

る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当

該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍

を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者

等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受

け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

８

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
及
び
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十

八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。



一
五
頁

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け

て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け

た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権

利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第

一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷

病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の

特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

９

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
昭
和
五
十

九
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加

恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に

係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該



一
六
頁

当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て

い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、

同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
昭
和
五
十

10
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加

恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に

係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該

当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て

い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、

同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る



一
七
頁

。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
昭
和
五
十

11
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
戦
傷
病
者
等
又
は
昭
和
五
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
中

「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し

た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
が
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金

た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
若

し
く
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務

に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る

障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て

日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当



一
八
頁

該
戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た

12
者
に
支
給
す
る
同
項
の
特
別
給
付
金
の
額
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病

者
等
と
な
る
者
で
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
二
款
症
か
ら
第
五
款
症
ま
で
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の

に
係
る
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。

一

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

三
十
万
円

二

第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

四
十
五
万
円

三

第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

五
十
万
円

（
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
特
例
）

第
三
条

平
成
二
十
八
年
新
法
第
二
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え

て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る



一
九
頁

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
者
（
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
同
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

一

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
二
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

二

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特

別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

三

平
成
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

四

平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

五

平
成
十
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

六

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成

年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

十
八



二
〇
頁

七

平
成
二
十
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

第
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
戦
傷
病
者
等
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
（
第
二
号
に

戦
傷
病
者
等
に
あ
っ
て
は
、
平

規
定
す
る

成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
者
に
限
る
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
っ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
戦
傷
病
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
八
年

十
月
一
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給

付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
が
、
そ
の
死
亡
の
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を

受
け
て
い
た
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を

受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け

る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及

び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
た
と
き
に
限
る
。

一

平
成
二
十
八
年
旧
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六

年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な



二
一
頁

る
者
を
含
む
。
）

平
成
二
十
三
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

二

平
成
二
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を

適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を

受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

三

平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適

用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

四

平
成
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適

用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者



二
二
頁

五

平
成
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

六

平
成
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

七

昭
和
五
十
九
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
者

八

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
戦
傷
病
者
等
又
は
昭
和
五
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条



二
三
頁

に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え

て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

平
成
十
八

年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特

別
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

一

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
附
則
第
六
十
七
項
か
ら
第
七
十
五
項

ま
で
に
規
定
す
る
者

二

当
該
戦
傷
病
者
等
の
死
亡
前
に
離
婚
（
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
入
っ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
戦
傷
病
者
等
と
の
婚
姻
を
解
消
し
、
又
は
当
該
婚
姻
の
取
消
し
を
し

た
者

三

当
該
戦
傷
病
者
等
の
死
亡
後
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
前
に
婚
姻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
入
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
附
則
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
又
は

当
該
戦
傷
病
者
等
の
父
母
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
の
養
子
と
な
っ
た
者



二
四
頁

３

第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
新
法
第
四
条
第
一
項
中
「
十
五
万
円
（
戦
傷
病
者
等
で

恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
二
款
症
か
ら
第
五
款
症
ま
で
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の
に
係
る
特
別
給
付

金
の
額
は
、
七
万
五
千
円
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
円
」
と
す
る
。

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平

成
三
十
三
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
し
、
又
は
支
給
す
べ
き
で
あ
っ
た
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
以
下
「
平
成
三
十
三
年
新
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
及
び
平

成
三
十
三
年
旧
法
に
よ
る
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
は
、
支
給
し
な
い
。

３

平
成
三
十
三
年
旧
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年

九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
二
条
各
号
に



二
五
頁

掲
げ
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
七
条
に
お
い
て
「
増
加
恩
給
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て

い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た

日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利

を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一

号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者

等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別

給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
三
十
三
年
旧
法
第
三
条
第
一
項
の

特
別
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
者
（
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。

４

平
成
二
十
八
年
旧
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年

九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付

を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付



二
六
頁

を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受

け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二

及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当

該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第

一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

５

平
成
二
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成

三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一

時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ

く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く

。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第



二
七
頁

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日

本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権

利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

６

平
成
十
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三

十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時

金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く

年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。

）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本

の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦



二
八
頁

傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利

を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

７

平
成
十
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者

等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三

十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時

金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く

年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。

）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本

の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦

傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利

を
取
得
し
た
者
に
限
る
。



二
九
頁

８

平
成
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等

（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る

も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三
十

三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金

た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年

金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）

の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の

国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷

病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を

取
得
し
た
者
に
限
る
。

９

平
成
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等

（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る



三
〇
頁

も
の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三
十

三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金

た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年

金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）

の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
の

国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷

病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を

取
得
し
た
者
に
限
る
。

昭
和
五
十
九
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

10
者
等
が
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩

給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係

る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当



三
一
頁

し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い

る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同

日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付

金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

昭
和
五
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

11
者
等
が
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩

給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係

る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当

し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い

る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
て
、
同

日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付



三
二
頁

金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。

昭
和
五
十
一
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

12
戦
傷
病
者
等
又
は
昭
和
五
十
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
中
「

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た

な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
が
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た

る
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
若
し

く
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に

よ
る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障

害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該
戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日

本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。



三
三
頁

か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た

第
四
項

13
者
に
支
給
す
る
同
項
の
特
別
給
付
金
の
額
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（

か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
又
は
戦
傷
病

第
四
項

者
等
と
な
る
者
で
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
二
款
症
か
ら
第
五
款
症
ま
で
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の

に
係
る
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。

一

第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

三
十
万
円

二

第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

四
十
五
万
円

第
十
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
給
付
金

五
十
万
円

三（
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
特
例
）

第
六
条

平
成
三
十
三
年
新
法
第
二
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え

て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
者
（
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
同
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

一

附
則
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者



三
四
頁

二

附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者

第
七
条

附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
戦
傷
病
者
等
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
者
に
限
る
。
）
の
妻
で
あ
っ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
戦
傷
病
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
に
お
い
て
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
平
成

三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
戦
傷
病
者
等
が
、
そ
の
死
亡
の
日
に
お
い
て

、
増
加
恩
給
等
の
う
ち
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
た
と
き
、
又
は
増
加
恩
給
等
の
う
ち
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
当
該
戦
傷
病
者
等
（
当
該
給
付
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
給
付
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
で
公
務
に
よ

る
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
を
受
け
る
権
利
を
失
う
べ
き
事
由
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
の
当
該
給
付
に
係
る
障
害

の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
該
当
し
て
い
た
と
き
に
限
る
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
三
条
第
一
項
の
特

別
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

一

附
則
第
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

者

掲
げ
る

二

当
該
戦
傷
病
者
等
の
死
亡
後
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
前
に
婚
姻
を
し
、
又
は
当
該
戦
傷
病
者
等
の
父
母
、
祖
父
母
及



三
五
頁

び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
の
養
子
と
な
っ
た
者

３

第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
新
法
第
四
条
第
一
項
中
「
十
五
万
円
（
戦
傷
病
者
等
で

恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
二
款
症
か
ら
第
五
款
症
ま
で
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の
に
係
る
特
別
給
付

金
の
額
は
、
七
万
五
千
円
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
円
」
と
す
る
。



三
六
頁

理

由

戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
し
、
特
別
給
付
金
を
継
続
し
て
支
給
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


